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サーキュラーOsaka通信 vol.２
令和７年５月23日（金）配信　（大阪府 資源循環課）
――――――――――――――――――――――――――――――――――

今回の 「サーキュラーOsaka通信」は、以下の内容をお届けします。
【１】（大阪府）「イベントにおけるリユース容器の導入促進事業」に係る企画提案事業者の公募・選定について
【２】消費者月間講演会「明日の地球を救うため、消費者にできること　みんなで地球を守る消費行動を始めましょう」が開催されます！
【３】（大阪府）「おおさかCO₂CO₂（コツコツ）ポイント＋」ポイント付与事業者を募集します
【４】大阪府リサイクル製品認定制度のご紹介！
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<公募情報>
【１】（大阪府）「イベントにおけるリユース容器の導入促進事業」に係る企画提案事業者の公募・選定について
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
大阪府では、プラスチックごみ対策をさらに推進するため、多くの使い捨てプラスチックごみが排出されていると考えられる、飲食販売を伴うイベント会場におけるリユース容器（食器・カップ）の導入を促進する事業を実施します！
このたび、以下の業務を実施する事業者の募集を行いますのでお知らせします！
〈業務内容〉
・府内イベント会場においてリユース容器を導入する実証事業の実施
・実証事業の結果を踏まえたガイドライン等の作成
・効果検証等

〈公募期間〉
令和７年５月14日（水）から同年６月11日（水）

詳しくはこちら▽
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120050/shigenjunkan/recycle/event-reuse.html
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【２】消費者月間講演会「明日の地球を救うため、消費者にできること　みんなで地球を守る消費行動を始めましょう」が開催されます！
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
私たちの身近な生活の中で、地球温暖化防止のために消費者ができること、地球環境に配慮した消費行動の実践例などについてお話しいただきます。

１.日時　令和7年5月30日（金）15時から16時30分まで
２.場所　大阪市中央区役所703、704会議室（大阪市中央区久太郎町1-2-27）
３.テーマ　「明日の地球を救うため、消費者にできること　みんなで地球を守る消費行動を始めましょう」
４.参加費　無料
５.定員100名（先着順、事前の参加申込が必要）
６.申込方法
　「申込先（大阪府行政オンラインシステム）」からお申し込みください。
　大阪府行政オンラインシステムを使用できない場合は、ファクシミリにて参加申込書を大阪府消費センター（ファクシミリ番号06-6612-0090）あて送付ください。
７.申込締切日　令和7年5月28日（水）17時まで
　※申込数が定員に達した場合、申込期間内であっても申込みを締め切ります。
８.主催　大阪府・大阪市

詳しくはこちら▽
https://www.pref.osaka.lg.jp/o070120/shouhi/1/index.html
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【３】（大阪府）「おおさかCO₂CO₂（コツコツ）ポイント＋」ポイント付与事業者を募集します
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
大阪府では、小売事業者等（以下「事業者」という。）が現在運用しているポイントシステムを活用して、生産・流通・使用等のライフサイクルの各過程におけるCO₂排出が少ない商品（サービスを含む）を購入した消費者に対して「おおさかCO₂CO₂（コツコツ）ポイント＋（以下「ポイント」という。）」を上乗せ付与し、脱炭素に資する商品・サービスの選択を促進する事業を行っています。
このたび、令和7年度にポイント付与を実施する事業者の募集を行いますのでお知らせします！

〈募集期間〉
令和7年5月1日（木）から令和7年12月26日（金）

詳しくはこちら▽
https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/fumin/o120020/prs_51167.html
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【４】大阪府リサイクル製品認定制度のご紹介！
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
大阪府では、再生品のうち、循環的な利用の促進に特に資するものを認定し、普及に努めるため、大阪府リサイクル製品認定制度を運用しています。

本制度により認定された「大阪府認定リサイクル製品」には、「なにわエコ良品」と、リサイクル製品の使用済の製品を回収して更にリサイクルする「なにわエコ良品ネクスト」があります。

大阪府内で発生した循環資源（廃棄物・ごみ）を原材料とするリサイクル製品、または、大阪府内で製造されたリサイクル製品ですので、ご購入・ご使用いただくことで、大阪府内から発生した廃棄物の処分量の削減や、大阪府内におけるリサイクル産業の育成に御貢献いただくことができます！

[bookmark: _Hlk198803122]土木建築資材や日用品、事務用品など361製品を認定しています。
ぜひ認定申請、ご購入をお願いします！

認定している製品についても、随時紹介していきます！

[bookmark: _Hlk198802724]詳しくはこちら▽
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120050/shigenjunkan/recycle-products/index.html
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